
（3）　一般会計<歳入>

　①　歳入の内訳

　②　市税の内訳

国庫支出金 
1,193億2,366万2千円 
19.7％ 
 

地方交付税 
340億円 5.6％ 
 
 

市債 
786億 
4,540万円 
 13.0％ 
 

諸収入 
513億 
4,467万8千円 
 8.5％ 

使用料・手数料 
135億2,045万6千円 2.2％ 
 

繰入金 
355億8,614万6千円  
        5.9％ 
 

県支出金 
285億4,563万8千円 
4.7％ 
 

地方消費税交付金 
215億7,436万8千円 3.5％ 

分担金・負担金その他 
212億7,180万8千円 3.5％ 
 

市税 
2,029億 
2,686万1千円 
    33.4％ 
 

個人市民税 
706億571万9千円 
     34.8％ 
 

都市計画税 
157億807万6千円 7.8％ 

法人市民税 
235億3,120万9千円 
    11.6％ 
 

市たばこ税 
79億8,208万6千円 3.9％ 
 

事業所税その他 
79億4,527万4千円 3.9％ 

市民税 
941億3,692万8千円 
    46.4％ 
 

固定資産税 
771億5,449万7千円 
    38.0％ 
 

   市 税 
 
 2,029億 
 2,686万1千円 

   歳 入 

 
6,067億 
3,901万7千円 
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（4）　一般会計<歳出>

　①　歳出〔目的別〕の内訳

　②　歳出〔性質別〕の内訳

 
 

 
 

教育費 

494億6,219万7千円 

            8.1％ 

商工費 

281億3,052万3千円 4.6％ 

諸支出金その他 

458億3,366万3千円 7.6％ 

民生費 
1,891億 
9,196万4千円 
   31.2％ 

 歳出(目的別） 

 
  6,067億 

  3,901万7千円 

土木費 

976億1,333万5千円 

      16.1％ 公債費 

793億 

864万3千円 

   13.1％ 

総務費 

483億2,422万1千円 

   8.0％ 

衛生費 

670億 

9,124万6千円 

   11.0％ 

  歳出(性質別） 

 
   6,067億 
   3,901万7千円 

人件費 

 871億 

 8,508万円  

       14.4％ 

扶助費 

1,407億 

 5,000万 

 6千円 

  23.2％ 普通建設 

   事業費 

 876億 

  6,050万3千円 

   14.5％ 

公債費 

791億164万 

9千円 

13.0％ 

繰出金その他 

431億6,402万4千円 7.1％ 

58.1％ 

消 

費 

的 

費 

経 

経費 
15.4％ 

その他 

26.5％ 

※扶助費 

 
 

※補助費等 

 報償費（報償金及び賞

賜金）、役務費のうちの

各種保険料、負担金・補

助及び交付金（人件費及

び事業費に計上されてい

る以外のもの）、補償・

補塡及び賠償金（事業費

に計上されている以外の

もの）、償還金・利子及

び割引料（公債費に計上

されている以外のもの）、

寄附金、公課費 

 最低限の生活維持

を図る目的で支出さ

れる経費で、生活保

護法、児童福祉法、

老人福祉法、被爆者

援護法等各種法令に

基づき被扶助者に対

して支給する費用及

び地方公共団体が単

独で行っている各種

扶助に要する経費 

 
 

※普通建設事業費 

 道路・橋りょう、学校、

庁舎等公共用又は公用施設

の新増設等の建設事業に要

する投資的経費 

※公債費 
 地方債の元利償

還金、一時借入金

の利子の合算額

（ただし、公債諸

費［発行手数料、

消耗品等に要する

経費］を除いた経

費） 

物件費 

維持補修費 

697億1,125万円  

11.5％ 

議会費 

17億8,322万5千円 0.3％ 

補助費等 

548億8,067万7千円 9.0％ 

投資的 

災害復旧事業費 
54億3,905万円 
 0.9％ 

貸付金 

388億4,677万8千円  

  6.4％ 
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2　市民一人当たりの金額
　　　　《人口：118万8,067人(外国人を含む。)　平成27年3月31日現在》

　一般会計（歳出）《51万700円》 の内訳

☆民生費 １５万 ９，２００円

（福祉の充実）

☆土木費 ８万 ２，１００円

（道路・公園整備など）

☆公債費 ６万 ６，８００円

☆衛生費 ５万 ６，５００円

（保健の充実・ごみ処理など）

☆教育費 ４万 １，６００円

（学校教育の充実）

☆総務費 ４万 ７００円

（コミュニティの振興など）

☆商工・農林水産業費 ２万 ７，３００円

（各種産業の振興）

☆議会費 １，５００円

（議会の運営）

☆その他 ３万 ５，０００円

（借入金の返済）
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51万 
 700円 

 

17万 
 800円 

93万 
 5,500円 

 

一般会計 
(歳出) 

税負担額       市債残高 

    （平成27年度末の見込み） 

 

 

万円 
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3 主な新規事業の概要 

 

（１） 被爆70周年記念事業として取り組む新規事業 
  

◎ 平和記念資料館の再整備期間中、縮小している資料館の展示を補完するため、旧日本銀行広島支店地下1階で、

資料館収蔵品の展示を行います。 

◎ 平和記念資料館において、折り鶴再生紙を使用したポストカードを入館者に配付します。 

◎ 広島でしか体感できない観光メニューとして平和をテーマとした広島巡りの旅を実施するとともに、ひろしま

ドリミネーションなどの観光イベントの充実を図り、その他の被爆70周年を記念したイベントと合わせたプロモ

ーション活動を行います。 

◎ 山口市で開催される第23回世界スカウトジャンボリーの1プログラムである「広島ピースプログラム」の開催を

支援します。 

 

（２） 平成26年8月 20日の豪雨災害からの復興等に必要な新規事業 
  
  ◎ 被災地域の将来を見定めた安全・安心なまちづくりを着実に推進するための実施方針を示す「復興まちづくり

ビジョン」では、災害発生から5年間を「集中復興期間」と位置付け、都市計画道路や雨水管きょ等の基盤施設の

緊急整備などに取り組むこととしており、これを着実かつ迅速に進めるために必要な事業費を計上しています。 

 

（３） 国の制度改正に伴い実施する新規事業、県と連携して取り組む新規事業 
  

ア 国の制度改正に伴い実施する新規事業 

◎ 介護保険法の改正に伴い、在宅での医療と介護の連携を進めていくとともに、本年4月に施行される生活困窮

者自立支援法に基づき、生活困窮者の就労に向けた支援や住居のない者に対する一時的な宿泊場所の提供等を

実施します。 

◎ 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が住み慣れた地域で住み続けることができるよう、在宅医療と

介護サービスを一体的に提供するため関係機関等との連携を推進します。 

◎ 第4次地方分権一括法による市町村立学校職員給与負担法等の改正に伴い、県費負担教職員に係る給与等の負

担及び定数の決定等の権限が移譲される予定であることから、給与等を管理するためのシステム構築に要する

経費を計上しています。 

イ 県と連携して取り組む新規事業 

◎ 非行防止対策の総合的かつ効果的な施策を推進するため、市教育委員会職員と県警職員が常駐する少年サポ

ートセンターひろしまを設置し、少年相談や非行少年の立ち直り支援等に取り組みます。 

◎ 県市それぞれの工業技術センターが連携して共同セミナーの開催や共通ポータルサイトの構築に取り組むと

ともに、市森林公園と県緑化センターの統一愛称を定めます。 

 

（４） 民間老人福祉施設等職員給与改善費補助の廃止に合わせ、介護・障害福祉分野の喫緊の課題に対応するための新

規事業 
  

◎ 老人福祉施設等における質の高い中核的な人材の育成・定着を図るため、国の「介護プロフェッショナルキャ

リア段位制度」を活用し、一定レベル以上の認定を取得した職員等の人数に応じて補助金を交付します。 

◎ 障害福祉サービス事業所等における質の高い中核的な人材の育成・定着を図るため、一定の資格を新規に取得

した人数に応じて補助金を交付します。 

◎ 介護・障害福祉分野で働く強い意欲を持った人材の参入を図るため、福祉人材と事業者双方のニーズを踏まえ

た効果的なマッチングの機会の場として「介護フェア」を開催します。 

◎ 在宅における介護の限界点を高めるため、特別養護老人ホームが介護技術等のノウハウを地域に普及させるた

めに行う取組に対して補助します。 
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折り鶴ポストカード 

 

 

 

 

 

 
  

市森林公園 平成26年8月20日の豪雨災害からの復興等 

（地元説明会の様子） 
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4　企業会計の予算

                  
                                 用 語 解 説 
 
・ 収益的収支とは、一事業年度の企業の経営活動に伴って発生する全ての収益と費用を 
 表す。 
 
・ 資本的収支とは、建物・施設の建設といった支出の効果が次年度以降に及ぶものや企 
 業債の元金償還などの費用と、その財源となる収入を表す。 
 
  なお、資本的支出が収入を上回る部分は、収益的支出のうち現金支出を伴わない減価 
 償却費などで補塡します。 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

収益的収入 

収益的支出 

資本的収入 

資本的支出 

収益的収入 収益的支出 資本的収入 資本的支出 

260億8,719万3千円 

242億644万円 

61億8,134万6千円 

148億6,746万2千円 

475億2,118万6千円 

468億2,064万円 

426億5,409万6千円 

609億5,115万9千円 

20億6,925万7千円 

20億5,723万9千円 

 2億4,300万4千円 

 2億7,952万6千円 

水  道 

下 水 道 

安芸市民病院 

億円 

収益的収入 

収益的支出 

資本的収入 

資本的支出 

収益的収入 

収益的支出 

資本的収入 

資本的支出 
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